
  

 

 

 

納税猶予の特例適用の農地等該当証明書 

・添付図書 

(1)証明書（２部） ※電子申請サービス（LoGo フォーム）から申請する場合は不要 

(2)委任状（委任する場合） ※電子申請サービス（LoGo フォーム）から申請する場合は不要 

(3)位置図 1/2500 ※本市で発行可能 

(4)その他必要と認める図書 

※所有権等の変更がある場合、「生産緑地の所有権等の変更について」の図書を提出して下さい。（下記参照） 

 

生産緑地の所有権等の変更について  ←別途提出が必要（後日でよい） 

・添付図書（１部） 

(1)申請書 ※電子申請サービス（LoGo フォーム）から申請する場合は不要 

(2) 位置図 1/2500 ※本市で発行可能 

(3)登記事項証明書（3 ヶ月以内発行のもの・写し可。必要に応じ原本照合を行う・住所相違の場合は住所表示

変更証明書等が必要です。） 

(4)相続関係書類一式（所有権移転登記済の場合は不要です。）  

①．相続関係説明図 

②．遺産分割協議書（以下写しでよい。） 

相続人全員の印鑑証明書、被相続人の前戸主の改製原戸籍、被相続人の戸籍か除籍、 

相続人全員の戸籍、相続人全員の住所証明書（住民票、戸籍の附表など） 

  ※なお、①、②に代わる書類として、法務局発行の「法定相続情報一覧図」でも可。 

(5)その他必要と認める図書 

記 入 例 

添付図書等 

書類提出日 

申請者の氏名・住所を 
記入してください。 

行が余る場合は「以下余白」と記入 

地積 

生産緑地に指定されている場合は「内」 
生産緑地に指定されていない場合は「外」 

特定生産緑地に指定されている場合は「有」 
特定生産緑地に指定されていない場合は「無」 


